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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月13日(2017.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　局所生体光材料であって、
粘着性基材と、
少なくとも一つの発色団と、を含み、前記局所生体光材料が弾性である、局所生体光材料
。
【請求項２】
　前記局所生体光材料が剥離可能なフィルムである、請求項1に記載の局所生体光材料。
【請求項３】
　前記局所生体光材料の引裂強度および／または引張強度が、それが加えられる表面への
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前記局所生体光材料の接着強度よりも大きい、請求項1または2に記載の局所生体光材料。
【請求項４】
　前記局所生体光材料が少なくとも実質的に透光性である、請求項1～3のいずれか一項に
記載の局所生体光材料。
【請求項５】
　前記局所生体光材料が、可視領域で少なくとも40%、少なくとも50%、少なくとも60%、
少なくとも70%、または少なくとも80%の透光性を持つ、請求項1～4のいずれか一項に記載
の局所生体光材料。
【請求項６】
　前記局所生体光材料が事前形成された構造を有し、該事前形成された構造が、前記生体
光材料を適用できる身体部分の形状および／またはサイズに対応する形状および／または
サイズを有する、請求項1～5のいずれか一項に記載の局所生体光材料。
【請求項７】
　前記事前形成された構造が、前記生体光材料が取り付けられうる光源またはランプの形
状および／もしくはサイズに対応する形状および／またはサイズである、請求項6に記載
の局所生体光材料。
【請求項８】
　前記発色団が前記可視領域内の光を吸収および／または放射できる、請求項1～7のいず
れか一項に記載の局所生体光材料。
【請求項９】
　前記発色団がキサンテン染料である、請求項1～8のいずれか一項に記載の局所生体光材
料。
【請求項１０】
　前記キサンテン染料が、エオシンY、エリスロシンB、フルオレセイン、ローズベンガル
およびフロキシンBから選択される、請求項9に記載の局所生体光材料。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの発色団が前記粘着性基材内にある、請求項1～10のいずれか一項
に記載の局所生体光材料。
【請求項１２】
　前記粘着性基材が少なくとも一つのポリマーを含む、請求項1～11のいずれか一項に記
載の局所生体光材料。
【請求項１３】
　前記ポリマーが、少なくとも一つの架橋ポリアクリル酸ポリマー、ヒアルロン酸、水和
ポリマー、脂溶性ポリマーおよび親水性ポリマーから選択される、請求項12に記載の局所
生体光材料。
【請求項１４】
　前記粘着性基材がヒアルロン酸ナトリウムを含む、請求項12または13に記載の局所生体
光材料。
【請求項１５】
　前記粘着性基材が脂溶性ポリマーを含む、請求項12～14のいずれか一項に記載の局所生
体光材料。
【請求項１６】
　前記脂溶性ポリマーがシリコーンである、請求項15に記載の局所生体光材料。
【請求項１７】
　酸素を豊富に含む化合物をさらに含む、請求項1～16のいずれか一項に記載の局所生体
光材料。
【請求項１８】
　前記酸素を豊富に含む化合物が、過酸化水素、過酸化カルバミドおよび過酸化ベンゾイ
ルから選択される、請求項17に記載の局所生体光材料。
【請求項１９】
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　請求項1～18のいずれか一項に記載の局所生体光材料を含む、組織を処置するための組
成物。
【請求項２０】
　前記処置が皮膚の若返りおよびコンディショニング、創傷治癒、歯周炎治療および皮膚
状態の治療を含む、請求項19に記載の組成物。
【請求項２１】
　前記皮膚状態が、にきび、湿疹、乾癬または皮膚炎を含む、請求項20に記載の組成物。
【請求項２２】
　非ヒト組織を処置するための、請求項1～18のいずれか一項に記載の局所生体光材料の
使用。
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